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Ⅰ．本報告書について 

 

神石高原町では、「神石高原町デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画・デジ

タル推進基本構想」を令和３年度に策定し、令和７年度までを計画期間として、本町の未来に

向けて必要と考えられるデジタル化の取組を計画的に推進してきました。 

この度、計画期間が満了することから、本計画に定めた項目別の取組状況や課題を把握し、

本町における今後のＤＸ関連施策の参考とするとともに、次期計画に反映するため、総括報告

書として取りまとめることとしました。 

 

 

Ⅱ．項目別の取組状況と今後の方向性 

 

令和７年度末時点の見込みにより、項目別の取組状況を把握し、今後の方向性を次のとお

り整理しました。 

 

◆神石高原町ＤＸ推進計画 

１．推進体制の構築 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(1)組織体制の整

備 

推進体制の設置 ・「神石高原町 DX 推進会

議」の設置 

町の経営戦略会議構成員によ

る DX推進会議体制を継続し、

これまでに導入したデジタル

技術の利活用を促進すること

で、引き続き、デジタル化の取

組を推進していく。 

(2)デジタル人材

の確保育成 

国の支援策の活用の検

討、民間企業への職員

派遣や研修による人材

育成 

・民間企業への職員派遣 

・地域活性化起業人制度の

活用 

ＣＩＯを専門的知見から補佐

するＣＩＯ補佐官や、現場に

応じたデジタル技術の導入判

断や助言を行うことのできる

デジタル人材の確保だけでな

く、デジタル分野の専門知識

を身につけ、中核となって実

務をとりまとめることができ

る職員（ＤＸ推進リーダー）の

育成も重要であることから、

国や県の制度を活用したデジ

タル技術人材の確保や育成に

引き続き取り組んでいく。 
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(3)スケジュール 推進体制の整備と計画

的な取組 

・「神石高原町 DX 推進会

議」の設置 

町の経営戦略会議構成員によ

る DX推進会議体制を継続し、

これまでに導入したデジタル

技術の利活用を促進すること

で、引き続き、デジタル化の取

組を推進していく。 

(4)国・広島県の

支援策の活用 

国・広島県補助制度の

活用 

・情報システム標準化・共

通化に関する国の支援

策の活用 

・外部人材活用経費の助成

地域活性化起業人制度

の活用 

・国のデジ田交付金の活用 

・広島県デジタル中山間補

助金の活用 

・デジタル活用推進計画に

基づくデジタル活用推

進事業債の活用 等 

デジタル技術の導入に際して

は、導入時の国や広島県によ

る財政支援だけでなく、将来

的な財政負担も考慮して導

入・継続を判断する。 

 

２．重点的な取組 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(1)自治体情報シ

ステムの標準化・

共通化 

令和７年度までに標準

化・共通化を実施 

・標準化移行困難システム

を除く標準化完了 

システム事業者のリソース不

足等、やむを得ない事情によ

り令和７年度末までに移行で

きなかった「戸籍」・「戸籍附

票」の２業務についても国の

基本方針に示された概ね５年

以内に標準準拠システムへ移

行できるよう引き続き対応し

ていく。 

(2)マイナンバー

カードの普及促

進 

令和４年度末カード普

及率 90％以上を目標と

した取組 

カード交付率 

【総務省公表値】 

 

・令和４年度末時点 

 町  72.9％ 

 全国 67.0％ 

 

・令和７年 12月現在 

 町  82.9％ 

 全国 80.8％ 

普及率は計画に掲げた目標に

は到達しなかったが、全国平

均以上の交付率となってお

り、今後は、令和２年から令和

５年のマイナポイント事業に

より取得されたカードや、カ

ード内の電子証明書等の大量

更新が見込まれることから、

きめ細かな更新手続き対応を

行うことで、マイナンバーカ

ードの交付率全国平均以上を

維持し、マイナンバーカード

の様々な利活用拡大に繋げて

いく。 
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(3)行政手続きの

オンライン化 

マイナポータルを活用

したオンライン化の推

進 

・マイナポータルを活用し

た引越しワンストップ

サービスや、子育て、介

護など、オンライン申請

が可能な手続き（令和６

年度末時点） 38手続 

住民サービスの利便性向上と

業務の効率化を進め、企画立

案や相談対応へ人的資源をシ

フトし、持続可能な行政サー

ビスの提供体制を確保してい

く上で、窓口業務の見直しな

ど、住民と行政との接点（フロ

ントヤード）の改革は必要で

あり、これまで取り組んでき

た行政手続きのオンライン化

など、デジタル技術の利活用

を促進し、自治体フロントヤ

ード改革を推進していく。 

(4)AI・RPAの利用

促進 

AI・RPAの導入・活用 ・AI議事録 

・RPAシステム 

・業務用コミュニケーショ

ンツール（AI オプショ

ン） 

今後、人口減少に伴い職員数

が減少していく中でも持続可

能な形で住民サービスを提供

していく必要があることか

ら、現在導入しているＡＩサ

ービスの利用を促進し、引き

続き、業務の効率化を推進し

ていく。 

(5)テレワークの

推進 

運用上のルール等を整

備しテレワークを進め

る 

・ルールの策定、テレワー

ク用機器調達、運用開始 

新型コロナウイルス感染症が

５類感染症に移行したことに

より、利用が減少傾向である

ことから、今後は、感染症等の

感染拡大防止以外を目的とし

た利用の在り方を検討し、テ

レワークの推進に努めてい

く。 

(6)セキュリティ

対策の徹底 

国の状況等を踏まえた

情報セキュリティ対策 

・国のガイドラインに準拠

した情報セキュリティ

ポリシーの改定 

・職員への情報セキュリテ

ィ研修の実施（毎年） 

・資産管理システム導入 

サイバー攻撃の増加・高度化

等に対応するため、情報セキ

ュリティ対策の点検や見直し

を随時行うとともに、国のガ

イドラインに沿った情報セキ

ュリティポリシーの見直し

や、職員の意識啓発を図るセ

キュリティ研修の実施など、

引き続き情報セキュリティ対

策に取り組んでいく。 
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３．庁内デジタル化 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(1)ハンコレス・

ペーパーレス化

に向けた取組 

ハンコレスの推進、可

能な業務からのペーパ

ーレス化 

・押印廃止洗出し作業と対

象手続きの決定 

・議会タブレット導入 

ハンコレスについては、法律

等に基づき押印が必要な様式

を除き取組が完了した。ペー

パーレス化については、行政

手続きのオンライン化を推進

することでペーパーレス化に

繋げていく。 

(2)オンライン申

請の導入と活用 

「広島県電子申請シス

テム」の有効利用等に

よるオンライン化の推

進 

・総合健診 Web申込受付シ

ステム導入 

・公共施設予約システム導

入 

・自治振興会向けメール通

知 

住民サービスの利便性向上と

業務の効率化を進め、企画立

案や相談対応へ人的資源をシ

フトし、持続可能な行政サー

ビスの提供体制を確保してい

く上で、窓口業務の見直しな

ど、住民と行政との接点（フロ

ントヤード）の改革は必要で

あり、これまで取り組んでき

た行政手続きのオンライン化

など、デジタル技術の利活用

を促進し、自治体フロントヤ

ード改革を推進していく。 

(3)キャッシュレ

ス化 

公共料金や手数料等の

キャッシュレス化 

・町税の地方税ＱＲ決裁サ

ービスによるキャッシ

ュレス決裁導入 

 令和 5年度～ 

  町県民税（普徴） 

  固定資産税 

  軽自動車税 

 令和６年度～ 

  国民健康保険税 

キャッシュレス決裁の導入に

はシステム改修に伴う多額の

経費が課題ではあるが、利便

性を周知するなど、キャッシ

ュレス決裁の浸透と更なる利

用拡大に繋がる取組を推進す

るとともに、地方税ＱＲ決裁

サービス（ｅＬ－ＱＲ）による

公金収納が可能な業務を増や

すことを引き続き検討してい

く。 

(4)文書等のデジ

タル化 

紙媒体で記録された書

類のデジタル化、音声

記録による議事録作成

システムの導入、電子

契約の導入 

・戸籍附票イメージデータ

化による戸籍の完全デ

ジタル化 

・会議録支援（AI議事録）

システム導入 

住民サービスの利便性向上と

行政運営の効率化を図るた

め、引き続き、文書等のデジタ

ル化を検討していく。 



6 

(5)新たなシステ

ムの構築 

業務改善に繋がる新た

なシステムの導入 

・文書管理システム導入 

・公共施設予約システム導

入 

・地方税ＱＲ決裁サービス

によるキャッシュレス

決裁導入 

・森林管理システム導入 

・農地管理システム導入 

・オンライン職員研修一部

導入 

・業務用コミュニケーショ

ンツール導入 

デジタル技術の導入に際して

は、導入時の国や広島県によ

る財政支援だけでなく、将来

的な財政負担も考慮して導入

を判断する。 

 

 

◆デジタル推進基本構想 

１．地域社会のデジタル化 

（１）デジタルデバイド（情報格差）対策 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(ア)まちの通信

環境 

CATV 安定運営と将来的

な利活用に向けた光フ

ァイバー網の保守、設

備更新 

・センター設備機器更新

（令和４～９年度） 

・加入者宅 ONU調達（令和

５～７年度） 

住民の利便性向上のため、引

き続き、情報通信環境の整備・

改善を図る。 

Wi-Fi環境の整備 ・新庁舎 

・星居山森林公園 

・各支所 

・Re-create BASE 

・小畠交流会館 

(イ)端末の普及

に関する現状と

課題（高齢者のス

マートフォン保

有と活用状況） 

高齢者のスマートフォ

ン保有と活用状況等に

係る現状調査・結果公

表 

 保健及び福祉の向上や、地域

医療の受診機会や質を維持確

保するため、デジタル技術の

活用を引き続き検討してい

く。 
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(ウ)端末ででき

ることへの理解

と機能の創出 

申請手続きのオンライ

ン化 

・eLTAX を活用した税申告

（法人町民税・個人住民

税・たばこ税・鉱産税）

の推進 

 ※令和６年度利用率 

  個人住民税（給与支払

報告） 40.7% 

  個人住民税（特徴異動

届） 14.1% 

  法人町民税（法人税申

告）  89.5%   

  たばこ税（税申告） 

100.0% 

・公共施設予約システム導

入 

 

事業所の電子申告率は増えて

いる。個人の申告では、令和 8

年 1 月から個人住民税の電子

申告が開始となり、オンライ

ンで申告が始まるが、税制が

理解し難い事もあり、申告の

利用数は微増と思われる。 

引き続き、住民サービスの利

便性向上と業務の効率化を進

め、企画立案や相談対応へ人

的資源をシフトし、持続可能

な行政サービスの提供体制を

確保していく上で、窓口業務

の見直しなど、住民と行政と

の接点（フロントヤード）の改

革は必要であり、これまで取

り組んできた行政手続きのオ

ンライン化など、デジタル技

術の利活用を促進し、自治体

フロントヤード改革を推進し

ていく。 

公共交通・タクシー助

成での利用検討 

・事業者や利用者を含めて

利便性や効率性が高い

仕組みを検討中 

地域公共交通の利用機会や質

を維持確保する取組等に対し

てデジタル技術の活用を引き

続き検討していく。 

(エ)地域での取

組支援 

スマホ教室・移動携帯

ショップ等の取組 

・ソフトバンク移動スマホ

教室 

住民の利便性向上のため、引

き続き、地域での取組に対し

て支援を検討する。 
地域で取り組むデジタ

ル化の支援の検討 

 

(オ)地域を支え

る専門人材の確

保 

地域活性化企業人（デ

ジタル化支援・観光振

興）の配置 

・地域活性化起業人（デジ

タル分野）活用 

・地域活性化起業人（観光

分野）活用 

・CIO補佐官（委託） 

ＣＩＯを専門的知見から補佐

するＣＩＯ補佐官や、現場に

応じたデジタル技術の導入判

断や助言を行うことのできる

デジタル人材の確保だけでな

く、デジタル分野の専門知識

を身につけ、中核となって実

務をとりまとめることができ

る職員（ＤＸ推進リーダー）の

育成も重要であることから、

国や県の制度を活用したデジ

タル技術人材の確保や育成に

引き続き取り組んでいく。 
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（２）子育て・教育・文化への技術の活用 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(ア)子育て・教育

環境におけるデ

ジタル技術の活

用 

オンラインを活用した

子育て相談・交流 

・オンライン「おしゃべり

広場」 

・産前助産師オンライン相

談 

・保育所への保育業務支

援・保護者連携システム

導入 

・乳幼児検診アンケートの

オンライン化 

子育て環境や保育の質を維持

確保するため、デジタル技術

の活用を引き続き検討してい

く。 

児童・生徒タブレット

端末配布による教育環

境の整備（GIGA スクー

ル） 

・GIGAスクールタブレット

導入（令和２年度） 

・GIGAスクールタブレット

更新（令和７年度） 

学校から保護者への連

絡のデジタル化 

・保護者向け一斉メールシ

ステム導入 

（イ）伝統・歴史・

文化の継承と発

信におけるデジ

タル技術の活用 

地域おこし協力隊によ

る「地域伝統・文化デジ

タルアーカイブプロジ

ェクト」 

・地域おこし協力隊（地域

伝統文化アーカイブプ

ロジェクト担当）による

デジタルアーカイブ活

動 

 

先人が築き上げてきた歴史と

文化を後世に伝え続けるた

め、地域おこし協力隊により

デジタルアーカイブされたコ

ンテンツの活用方法も含め、

伝統・歴史・文化の継承と発信

におけるデジタル技術の活用

を引き続き検討していく。 

 

（３）デジタル技術を活用したまちの魅力発信 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(ア)新しい技術

による町の情報

発信 

新しいデータ放送・情

報発信の構築 

・神石高原かがやきネット

データ放送リニューア

ル 

・かがやきアプリ導入 

住民の利便性向上や、地域間

交流を促進するため、引き続

き、デジタル技術を活用した

町の情報発信を図る。 

先端技術（３DVR画像）

や SNS による地域の情

報発信 

・先端技術（３DVR 画像）

を活用した道の駅施設

紹介コンテンツ作成 

・道の駅 EC サイト整備支

援 

(イ)移住・定住対

策 

AI移住・定住相談 ・広島県 AI移住相談「あび

ぃちゃん」による情報発

信 

・町移住・定住サイト「い

なかぞく」更新 

移住及び定住並びに地域間交

流を促進するため、引き続き、

デジタル技術を活用した移

住・定住対策を推進する。 
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(ウ)企業誘致 サテライトオフィスの

活用による企業誘致 

・滞在型サテライトオフィ

ス整備 

移住及び定住並びに地域間交

流を促進するため、引き続き、

企業誘致におけるデジタル技

術の活用を検討する。 

(エ)産業のデジ

タル化・DX推進支

援 

中小企業等、町内事業

者のデジタル化・先端

技術導入等の支援 

・神石高原町導入促進基本

計画による中小企業の

DX 推進に向けた取組へ

の支援 

・商工会助成事業（人材育

成事業）による事業者向

け専門人材の活用に係

る支援 

・商工会助成事業（課題解

決支援事業）による中小

企業を対象とした支援 

農林水産業、観光産業、商工業

等の地域産業の売上増加、コ

スト削減等により生産性を向

上させるため、引き続き、町内

事業者のデジタル化・先端技

術導入等の支援を検討する。 

キャッシュレス化の取

組 

・キャッシュレス決裁ポイ

ント付与キャンペーン

の実施 

農林業分野におけるデ

ジタル・トランスフォ

ーメーション（デジタ

ル技術を活用した農地

管理情報の活用） 

・農林水産省地理情報共通

管理システム（eMAFF 地

図）を活用した農地パト

ロール用タブレット導

入 

 

（４）デジタル技術を活用した安心・安全なくらし 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(ア)防災・災害へ

の対応 

気象情報や災害発生時

の素早い情報伝達（携

帯端末へのプッシュ通

知） 

・連携協定によるヤフー防

災アプリによるプッシ

ュ通知 

・かがやきアプリによるプ

ッシュ通知 

地域における防災力の一層の

向上のため、デジタル技術の

効果的な活用方法を引き続き

検討していく。 

Web ハザードマップの

整備 

・神石高原町 WEB版ハザー

ドマップ運用開始 

ドローンによる地産地

防の取組 

・地産地防に向けたドロー

ン操作者育成 
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(イ)健康増進と

医療や介護分野

での取組 

・予防医療や遠隔診療 

次世代の診療サービ

スの構築 

・未病への取組 スマ

ートデバイスを用い

た見守り医療連携サ

ービス 

・介護への新技術の活

用 

・ウェアラブルデバイ

スによる未病データ

の取得と健康管理へ

の活用 

・住民の PHR 活用によ

る健康管理及び健康

増進活動へのインセ

ンティブ 

・医療機関との連携 

・健診・検診データとの

連携 

・ヘルスケアアプリを活用

した予防医療 

・ヘルスケアアプリを活用

したインセンティブ制

度の構築 

保健及び福祉の向上や、地域

医療の受診機会や質を維持確

保するため、健康増進と医療

や介護分野でのデジタル技術

の活用について、引き続き検

討していく。 

(ウ)生活インフ

ラ・生活環境 

上水道スマートメータ

ー導入検討 

 生活環境の維持及び管理にお

いて、デジタル技術の活用を

引き続き検討していく。 
デジタル技術による監

視システム導入検討 

 

(エ)消費者行政 社会のデジタル化に対

応した消費者行政 

・消費生活相談窓口専門相

談員による消費者教育

の実施（個別相談、出前

教室等） 

消費生活相談窓口専門相談員

による個別相談や出前教室等

を通じた社会のデジタル化に

対応した消費者教育の取組を

引き続き推進していく。 

(オ)個人情報の

保護 

職員への研修・訓練の

実施 

・個人情報保護研修の実施 職員の意識啓発を図る研修の

実施など、引き続き個人情報

の保護に取り組んでいく。 
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２．将来に向けた取組 

（１）先端技術の導入と企業連携・財政運営 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(ア)先端技術の

導入と企業・団体

との連携 

企業参入との実証実験 ・ＸＲスクール事業 

・ドローン活用事業（物流、

地産地防、有害鳥獣対

策） 

・サテライトオフィス整備 

これまで取り組んできた先端

技術の活用を図るとともに、

国の支援策の活用等により、

引き続き、地域の課題解決を

図るデジタル技術の活用を検

討する。 国の支援策の活用や企

業、団体との連携によ

る将来への取組 

・国家戦略特区（スーパー

シティー構想）の提案 

(イ)デジタル化

に備える財政運

営 

デジタル関連財源の確

保（企業版ふるさと納

税によるデジタル関連

施策の実施等） 

・企業版ふるさと納税を活

用した「かがやきアプ

リ」の導入 

デジタル技術の導入に際して

は、導入時の国や広島県によ

る財政支援だけでなく、将来

的な財政負担も考慮して導入

を判断する。 

 

（２）データ活用による効果的な地域づくり 

計画項目 計画内容 取組状況 今後の方向性 

(ア)オープンデ

ータの推進とデ

ータ活用 

データ収集・分析・公表

の在り方の検討 

と、地域に生かす取組

の実施 

 オープンデータの推進には、

定期的なデータの更新が重要

であり、持続可能な仕組みの

構築が課題で取組が進んでい

ないが、データを公開し民間

事業者に活用を促すことでま

ちが活性化する効果が期待で

きることから、データ活用に

よる効果的な地域づくりのた

め、効果的なデータ収集・分

析・公表方法を引き続き検討

する。 
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Ⅲ．まとめ（総括） 

 

本計画に掲げた一部の取組については、関係機関との調整や、運用方針の決定、有効な財源

の確保、将来的な財政負担の問題等により進んでいない項目もありましたが、多くの取組につ

いては、本計画を作成したことにより、具体的な取組を計画的に進めることができ、様々な分

野でデジタル技術の導入に繋がり、行政サービスの利便性の向上等に寄与することができまし

た。今後も、本計画により導入したデジタル技術の利活用を高めることで、一層の行政事務の

効率化や住民の利便性向上に繋がる可能性が期待されます。 

反面、デジタル技術を導入し行政手続きが多様化（従前の手続きとの併用）したことで、事

務処理が複雑になり、行政事務の効率化（人手不足の解消等）に対しては、想定したとおりの

効果が現れないケースもあることが判明しました。 

これらを踏まえ、新たな計画では、引き続き、国のＤＸ関連施策の動向等も注視するととも

に、新たなデジタル技術の導入に関しては、行政事務の効率化や、導入時の国や広島県による

財政支援、将来的な財政負担も考慮して具体的に個別に定め進めるとともに、これまでに導入

したデジタル技術の利活用を促進することで、住民の利便性を更に高め、「人と自然が輝くま

ちづくり」に繋がる取組を推進していく必要があります。 

 

 


